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５ 集積業種として指定する業種 

（１）業種名 

（業種名又は産業名） 

①機械電子産業 

②健康関連産業 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

①機械電子産業 

26 一般機械器具製造業 31 精密機械器具製造業 

27 電気機械器具製造業 （313 医療用機械器具・医療用品製造業

を除く） 28 情報通信機械器具製造業 

29 電子部品・デバイス製造業 81 学術・開発研究機関 

30 輸送用機械器具製造業 （うち 811 自然科学研究所） 

（うち 301 自動車・同付属品製造業）  

 

②健康関連産業 

09 食料品製造業 31 精密機械器具製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 （うち 313 医療用機械器具・医療用品

製造業） （105たばこ製造業を除く） 

17 化学工業 81 学術・開発研究機関 

19 プラスチック製品製造業 （うち 811 自然科学研究所） 

 

［①，②の関連業種］ 

39  情報サービス業 49 各種商品卸売業 

40  インターネット附随サービス業 51 飲食料品卸売業 

44  道路貨物運送業 52 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

47  倉庫業 53 機械器具卸売業 

48  運輸に附帯するサービス業 54 その他の卸売業 

 （うち 484梱包業）   

 
 

 

（２）（１）の業種を選定した理由 

①機械電子産業 

（機械電子産業の集積） 

・本県では、精密加工、超精密加工技術に立脚した機械電子産業の集積が進んでおり、

本県の製造業の中では、一般機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・




